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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基部（４）に対して第１及び第２の構成要素（１，６）を転移させる方法であって、
　前記第１及び第２の構成要素（１，６）は、いずれの場合も、第１の固定手段（ＶＬ）
によって少なくとも１つの位置に固定される第１の回転手段（ＧＬ）によって互いに接続
され、且つ
　前記第２の構成要素（６）及び前記基部（４）は、いずれの場合も、第２の固定手段（
ＶＵ）によって少なくとも１つの位置に固定される第２の回転手段（ＧＵ）によって互い
に接続される方法において、
　前記第１の構成要素（１）を前記第２の構成要素（６）に対して特定の角度（α）以上
回転させることによって前記第１の回転手段（ＧＬ）が固定されると前記第２の回転手段
（ＧＵ）が解除されるように、前記第１の固定手段（ＶＬ）及び前記第２の固定手段（Ｖ
Ｕ）を動作可能に接続する滑動手段（５）によって滑動される解放手段（３０）を前記第
１の固定手段（ＶＬ）及び前記第２の固定手段（ＶＵ）の間で誘導することを特徴とする
方法。
【請求項２】
　第１の位置において、前記第１の構成要素（１）は、前記第２の構成要素に対して、所
定の角度（α）によって転移され、且つ
　前記第２の構成要素は、前記基部に対して、第１の位置において固定されたままである
ことを特徴とする、請求項１に記載の方法。
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【請求項３】
　前記第１の構成要素（１）を特定の角度（α）を超えて回転させると、前記第２の回転
手段（ＧＵ）が自動的に解除され、及び／又は前記第１の構成要素（１）が前記第２の構
成要素（６）に設けられる止め具と接触することを特徴とする、請求項１又は２に記載の
方法。
【請求項４】
　前記第２の構成要素（６）と前記基部（４）との間の相対移動によって、前記第１の構
成要素（１）の前記第１の固定手段（ＶＬ）が自動的に固定可能位置に動かされることを
特徴とする、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１の構成要素（１）の前記第１の固定手段と同時に、前記第２の構成要素（６）
の前記第２の固定手段（ＶＵ）も自動的に第２の固定可能位置に動かされることを特徴と
する、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記第1の構成要素（１）がその終了位置に到達した後で、前記第１及び第２の構成要
素（１，６）は、それぞれの位置で自動的に固定されることを特徴とする、請求項５に記
載の方法。
【請求項７】
　前記固定は、ラッチ手段によって行われることを特徴とする、請求項１～６の何れか１
項に記載の方法。
【請求項８】
　前記ラッチ手段はラッチ爪であることを特徴とする、請求項７に記載の方法。
 
【請求項９】
　前記第２の構成要素（６）は、手動又は電動式で解除されることを特徴とする、請求項
６～８の何れか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１の構成要素（１）の前記固定は、互いに対する前記第２の構成要素（６）及び
前記基部（４）の移動によって自動的に行われることを特徴とする、請求項９に記載の方
法。
【請求項１１】
　互いに対する前記第１の構成要素（１）及び前記第２の構成要素（６）の移動によって
、及び／又は前記基部（４）に対する前記第２の構成要素（６）の移動によって、前記第
１の構成要素（１）は、自動的に短縮又は伸張されることを特徴とする、請求項１～１０
の何れか１項に記載の方法。
【請求項１２】
　背もたれが、前記第１の構成要素（１）として設けられ、且つ車両座席の座部が、前記
基部（４）として設けられることを特徴とする、請求項１～１１の何れか１項に記載の方
法。
【請求項１３】
　背もたれ（１）、中間部（６）及び基部（４）を備える車両座席であって、
　前記背もたれ（１）及び前記中間部（６）は、いずれの場合も、第１の回転手段（ＧＬ
）によって互いに接続され、且つ前記中間部（６）及び前記基部（４）は、いずれの場合
も、第２の回転手段（ＧＵ）によって互いに接続され、第１の回転手段（ＧＬ）は第１の
固定手段（ＶＬ）によって少なくとも１つの位置に固定され、第２の回転手段（ＧＵ）は
第２の固定手段（ＶＵ）によって少なくとも１つの位置に固定されることが可能である車
両座席において、
　前記背もたれ（１）を前記中間部（６）に対して特定の角度（α）以上回転させること
によって前記第１の回転手段（ＧＬ）が固定されると前記第２の回転手段（ＧＵ）が解除
されるように、前記第１の固定手段（ＶＬ）と前記第２の固定手段（ＶＵ）の間で滑動す
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る解放手段（３０）を誘導する滑動手段（５）によって前記第１の固定手段（ＶＬ）及び
前記第２の固定手段（ＶＵ）は動作可能に接続されることを特徴とする車両座席。
【請求項１４】
　前記滑動手段（５）は、純粋に並進的に移動されることを特徴とする、請求項１３に記
載の車両座席。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　 本発明は、自動車座席、特に、自動車の後部座席列における後部座席に関する。本発
明は、基部に対して第１及び第２の構成要素を転移させる方法に更に関し、第１及び第２
の構成要素は、いずれの場合も、第１の回転手段及び第２の構成要素によって互いに接続
され、基部は、いずれの場合も、第２の回転手段によって互いに接続される。
【背景技術】
【０００２】
　 追加の格納空間を得るために折り畳まれるように設計される自動車座席は、多くの設
計で市場において現在入手可能である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　 本発明の目的は、背もたれを使用位置から格納位置へと折り畳むための方法、及び車
両座席が単純な設計からなり且つ使用者の側で実質的な前知識なしで操作可能であって、
折り畳まれた状態でより小さな空間の要件を有する新規な折り畳み可能車両座席を提案す
ることである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　 本発明は、基部に対して第１及び第２の構成要素を転移させる方法によって達成され
る。ここで、第１及び第２の構成要素は、いずれの場合も、第１の回転手段及び第２の構
成要素によって互いに接続され、基部は、いずれの場合も、第２の回転手段によって互い
に接続される。また、第１及び第２の回転手段は、第２の構成要素に対する第１の構成要
素及び／又は基部に対する第２の構成要素の少なくとも１つの位置によって自動的に固定
及び解除される。
【０００５】
　 本発明による方法は、例えば、当業者には周知の好ましくは所謂エントリ位置を介し
て背もたれが座部に対して実質的に垂直に提供される使用位置から、背もたれが座部に対
して実質的に平行に提供される格納位置へと、座部、基部に対して、背もたれ、第１の構
成要素を転移させることに関する。
【０００６】
　 第１の構成要素、例えば、背もたれと、基部、例えば、座部との間で、第１の構成要
素及び基部の双方に可動的に、特に回転可能に接続される第２の構成要素が提供される。
この目的のため、好ましくは互いに対して平行に配置される第１及び第２の回転手段、特
に枢動ピンが提供される。
【０００７】
　 本発明によれば、次に、第１及び第２の回転手段が、第２の構成要素に対する第１の
構成要素及び／又は基部に対する第２の構成要素の少なくとも１つの位置によって自動的
に固定及び解除されることが提供される。結果として、背もたれの単純な回転によって、
使用者は、例えば、ボタンを押すこと、レバーを引くこと又は同様のこと等の他の動作を
何ら必要とせずに、使用位置から格納位置へと座席を転移することが出来る。
【０００８】
　 好ましくは、第１の構成要素、例えば背もたれは、第２の構成要素に対する所定の角
度によって転移され、特に回転されてもよい。ここで、第２の構成要素は、基部に対して
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、例えば座部に対して第１の位置で固定されたままである。この機能は、特に、快適性の
調節のために重要である。背もたれのピッチ角は、第２の構成要素と座部との間の固定を
開放することなく、略垂直位置に調節されてもよい。
【０００９】
　 第１の構成要素、例えば背もたれを、特定の角度を超えて回転させると、第２の回転
手段が自動的に解除され、及び／又は第１の構成要素が第２の構成要素に設けられる止め
具と接触する。この機能は、例えば、背もたれが簡易なエントリ位置に移動することを可
能にする。
【００１０】
　 好ましくは、相対運動、特に更なる相対運動によって、第２の構成要素と基部との間
で、第１の構成要素の固定手段は、自動的に固定可能位置に動かされる。即ち、固定手段
は、第２の構成要素に対して第１の構成要素を固定出来るが、まだそれを固定してはいな
い。
【００１１】
　 また、好ましくは、第１の構成要素の固定手段と同時に、好ましくは、第２の構成要
素の固定手段が、基部に対して固定可能な第２の位置に自動的に動かされる。即ち、当該
固定手段は、基部に対して第２の構成要素を固定出来るが、又それを固定していない。
【００１２】
　 好ましくは、双方の構成要素は、構成要素がその端部位置に到達した後で、各々の位
置で自動的に固定される。この位置は、例えば、座部に平行な背もたれの格納位置である
。
【００１３】
　 好ましくは、ラッチ手段によって、特にラッチ爪によって固定が行われる。好ましく
は、第２の構成要素は、特に第２の位置、例えば背もたれの格納位置に動かされた後で、
手動又は電動で解除されなければならない。
【００１４】
　 好ましくは、第１の構成要素の解除は、互いに対する構成要素及び基部の移動によっ
て自動的に行われる。
【００１５】
　 本発明の好ましい実施形態では、互いに対する第１の構成要素及び第２の構成要素の
移動並びに／又は基部に対する第２の構成要素の移動によって、第１の構成要素は、自動
的に伸縮又は伸張される。
【００１６】
　 好ましくは、第１の構成要素は背もたれであり、且つ／又は基部は車両座席の座部で
ある。
【００１７】
　 本発明の更なる主題は、背もたれ、中間部及び基部を備える車両座席である。ここで
、背もたれ及び中間部は、いずれの場合も、第１の回転手段によって互いに接続され、且
つ中間部及び基部は、いずれの場合も、第２の回転手段によって互いに接続され、これら
は、いずれの場合も、固定手段によって少なくとも１つの位置に固定されることが可能で
あり、背もたれと中間部、及び／又は中間部と基部との間の相対運動によって、少なくと
も１つの固定手段が自動的に固定及び解除されるように、固定手段は１つの手段によって
動作可能に接続される。特に好ましくは、当該手段は、純粋に並進的に動かされる。
【００１８】
　 本発明による方法の説明された実施形態は、本発明による車両座席に等しく当てはま
る。逆の場合も同じである。
【００１９】
　 好ましくは、車両座席は、背もたれが一般に接続され且つ上部固定機構を介して開放
可能に固定可能な上部水平枢動ピンの周囲を旋回可能な上部接続具を備える。車両座席は
、下部接続具に下部水平軸の周囲を旋回可能に好ましくは関節接合され且つ好ましくは下
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部固定機構を介して開放可能に固定可能な第２の構成要素、中間部を更に備える。下部接
続具は、一般には、座部に接続される。
【００２０】
　 当該車両座席の運動学システムは、好ましくは、以下のように設計される。
【００２１】
　 －背もたれが使用位置、即ち車両乗員が移動するために有利な位置にある場合、上部
枢動ピンが解除されて下部枢動ピンが解除される。
【００２２】
　 －下部枢動ピンは、前方に折り畳まれた場合に、車両に対する既定の傾斜角に到達す
るとすぐに、自動的に解除される。
【００２３】
　 －背もたれの折り畳み前方運動は、特に既定の傾斜角に対応する背もたれの停止位置
において、第１の止め具によって制限される。
【００２４】
　 －下部枢動ピンの解除後に、上部接続具の継続運動により、上部接続具の運動は中間
部に伝達され、中間部の運動は第２の停止手段によって制限され、結果として、中間部は
定義された機能位置において停止される。及び／又は、
【００２５】
　 －上部及び下部枢動ピンは、いずれの場合も、本発明による車両座席が、背もたれが
座部の上の平坦位置に配置される終了位置に調節される場合にのみ固定される。－座席の
終了位置における上部及び下部枢動ピンは、運動学システムに作用する使用者の側におけ
る任意の種類の特定作用によってのみ解除されることが可能である。
【００２６】
　 本発明は、以下、図１－２０を参照して説明される。上記説明は、単に例示目的で提
供されており、本発明の一般概念を制限するものではない。この説明は、本発明の主題の
双方に等しく当てはまる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明により設計される車両座席の運動学システムの構成要素を概略的な分解図
で示す。
【図２】第１の位置にある車両座席の基本構造を概略的な断面図で示す。
【図３】図２に示される基本構造の使用位置に対応する座席使用位置における車両座席を
極めて概略的な図で示す。
【図４】背もたれ接続具が図２に対して僅かに前方に折り畳まれた図２の基本構造を示す
。
【図５】図４に示される基本構造の位置に対応する座席位置における車両座席を極めて概
略的な図で示す。
【図６】背もたれ接続具が直立位置へと更に前方に折り畳まれた図４の基本構造を示す。
【図７】図６に示される基本構造の位置に対応する座席位置における車両座席を極めて概
略的な図で示す。
【図８】背もたれ接続具が更にもっと前方に折り畳まれた図６の基本構造を示す。
【図９】図８に示される基本構造の位置に対応する座席位置における車両座席を極めて概
略的な図で示す。
【図１０】背もたれ接続具が更にもっと前方に折り畳まれた図８の基本構造を示す。
【図１１】図１０に示される基本構造の位置に対応する座席位置における車両座席を極め
て概略的な図で示す。
【図１２】背もたれ接続具が更にもっと前方に折り畳まれた図１０の基本構造を示す。
【図１３】図１２に示される基本構造の位置に対応する座席位置における車両座席を極め
て概略的な図で示す。
【図１４】背もたれ接続具が更にもっと前方に折り畳まれた図１２の基本構造を示す。
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【図１５】図１４に示される基本構造の位置に対応する座席位置における車両座席を極め
て概略的な図で示す。
【図１６】背もたれ接続具が更にもっと前方に折り畳まれた図１４の基本構造を示す。
【図１７】図１６に示される基本構造の位置に対応する座席位置における車両座席を極め
て概略的な図で示す。
【図１８】背もたれ接続具が水平終了位置へと更に前方に折り畳まれた図１６の基本構造
を示す。
【図１９】図１８に示される基本構造の終了位置に対応する終了座席位置における車両座
席を極めて概略的な図で示す。
【図２０】背もたれの伸張及び短縮を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　 図１は、本発明により設計される車両座席の運動学システムＫの構成要素を概略的な
分解図で示す。運動学システムＫは、上部枢動ピンの周囲を背もたれと共に回転する背も
たれ接続具１０を回転させるための背もたれ枢動結合部ＧＬを備える。
【００２９】
　 背もたれ枢動結合部ＧＬの回転運動がプルアーム２に伝達され得るように、背もたれ
枢動結合部ＧＬは、プルアーム２に機械的に結合される。
【００３０】
　 運動学システムＫは、プルアーム２を介して背もたれ枢動結合部ＧＬに動作可能に結
合される開放部材３を更に備える。
【００３１】
　 下部枢動結合部ＧＵは、車体に対して固定され且つ図３に例示的に示される座部４が
取り付けられる下部接続具４０に回転に関して固定的に接続される。
【００３２】
　 運動学システムＫは、下部枢動結合部ＧＵの開放可能な固定のための下部固定装置Ｖ
Ｕを更に備える。固定装置ＶＵは、順に、開放アーム３０、固定カム３１及び固定爪３２
を備える。上部固定装置ＶＬによって、接続具１０及び背もたれは、中間部に対して固定
され得る。
【００３３】
　 滑動支柱５には、開放アーム３０を誘導する役割を果たす誘導スロットが提供される
。
【００３４】
　 図２は、概略的な断面図において、車両乗員が移動するために有利な使用位置にある
車両座席Ｆの基本構造Ｂを示す。基本構造Ｂは、背もたれ枢動結合部ＧＬを介して中間部
６に関節接合式に接続される背もたれ接続具１０を備える。中間部６は、下部枢動結合部
ＧＵを介して下部枢動ピンの周囲を回転可能に下部接続具４０に関節接合される。
【００３５】
　 基本構造Ｂは、背もたれ枢動結合部ＧＬの開放可能な固定のための上部固定装置と、
下部枢動結合部ＧＵの開放可能な固定のための下部固定装置Ｖとを備える。
【００３６】
　 背もたれ枢動結合部ＧＬは、車両乗員が移動するのに有利である基本構造Ｂのこの使
用位置で解除され、一方で、下部枢動結合部ＧＵは固定される。結果として、快適性調節
のために、背もたれは、傾斜角αで変更されてもよい。
【００３７】
　 プルアーム２における制御スロット２０は、開放部材の可動的な誘導の役割を果たし
て、この快適性の調節の間に、上部固定装置又は下部固定装置Ｖに対して如何なる効果も
なく、背もたれ１の快適性調節のための特定の枢動範囲内で、背もたれ接続具１０の枢動
を最終的に可能にする。固定カム３１は、固定爪３２の停止ラグ３３を支持し、最終的に
この方式で下部枢動結合部ＧＵを固定するために、固定爪３２に設けられる第１の歯付部
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３４が下部枢動結合部ＧＵに動作可能に接続される第２の歯付部３５と協働する位置にお
いて、固定爪３２を保持する。
【００３８】
　 図３は、図２に示される基本構造Ｂの使用位置に対応する座席の使用位置において、
車両座席Ｆを極めて概略的な図で示す。車両座席Ｆは、座部４と、背もたれ接続具１０と
共に回転する座部４に中間部６を介して接続される背もたれ１とを備える。
【００３９】
　 図４は、背もたれ接続具１０が図２に対して傾斜角αだけ僅かに前方に折り畳まれた
図２の基本構造Ｂを示す。背もたれ枢動結合部ＧＬは、これまでのように解除されており
、一方で下部枢動結合部ＧＵはまだ固定されている。
【００４０】
　 図５は、図４に示される基本構造Ｂの位置に対応する座席位置において、車両座席Ｆ
を極めて概略的な図で示す。
【００４１】
　 図６は、背もたれ接続具１０が更に前方に折り畳まれた図４の基本構造Ｂを示す（よ
り大きな傾斜角α）。背もたれ枢動結合部ＧＬは、元のように解除され、一方で下部枢動
結合部ＧＵはまだ固定されている。
【００４２】
　 図７は、図６に示される基本構造Ｂの位置に対応する座席位置において、車両座席Ｆ
を極めて概略的な図で示す。
【００４３】
　 図８は、背もたれ接続具１０が更にもっと前方に折り畳まれた図６の基本構造Ｂを示
す（更により大きな傾斜角α）。背もたれ接続具１０のこの位置から、背もたれ枢動結合
部ＧＬに動作可能に接続されるプルアーム２は、開放部材に作用し、それは次に開放アー
ム３０に設けられたピンを滑動支柱の誘導スロットに押し込む。結果として、開放アーム
３０は、固定カム３１が固定爪３２に設けられた固定窪み３６を貫くように、下部固定装
置Ｖに作用し始める。すると、固定爪３２が、下部枢動結合部ＧＵから離れて後方に曲が
ることが出来ることで、第１の歯付部３４は、下部枢動結合部ＧＵを固定状態から解除状
態に移行させるために、第２の歯付部３５の効果領域から離れて移動を開始する。
【００４４】
　 図９は、図８に示される基本構造Ｂの位置に対応する座席位置における車両座席Ｆを
極めて概略的な図で示す。
【００４５】
　 図１０は、背もたれ接続具１０が更にもっと前方に折り畳まれた図８の基本構造Ｂを
示す（更により大きな傾斜角α）。固定カム３１は、固定窪み３６の中をより深く貫いて
おり、それにより固定爪３２は、更にもっと後方に曲がることが可能になる。
【００４６】
　 図１１は、図１０に示される基本構造Ｂの位置に対応する座席部分における車両座席
Ｆを極めて概略的な図で示す。
【００４７】
　 図１２は、背もたれ接続具１０が更にもっと前方に折り畳まれた図１０の基本構造Ｂ
を示す（更により大きな傾斜角α）。固定カム３１は、現段階で、固定窪み３６を完全に
貫いている。その結果、固定爪３２は、十分に後方に曲がることが可能になるので、第１
の歯付部３４及び第２の歯付部３５は、今度は互いから外れて、下部枢動結合部ＧＵは解
除される。背もたれ枢動結合部ＧＬは、解除状態でスライダによってまだ保持されている
が、背もたれ接続具１０が今度は固定可能位置にある。下部枢動結合部ＧＵの解除後、中
間部６は、下部枢動ピンの周囲を背もたれ接続具１０と共に回転する。
【００４８】
　 図１３は、図１２に示される基本構造Ｂの位置に対応する座席位置において、車両座
席Ｆを極めて概略的な図で示す。
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【００４９】
　 図１４は、背もたれ接続具１０が更にもっと前方に折り畳まれた図１２の基本構造Ｂ
を示す（更により大きな傾斜角α）。下部枢動結合部ＧＵは、第２の固定位置への背もた
れの継続運動が伝達されるまで、最初にまだ解除状態に留まっている（角度βの変更）。
しかしながら、この第２の固定位置に到達する前に、第１に、下部固定装置Ｖは、背もた
れの移動の結果として最初に固定可能位置に動かされ、第２に、中間部６の回転は、第２
の止め具によって下部枢動ピンの周囲で制限される。この場合、運動学システムＫは、第
２の止め具に到達した後、背もたれ枢動結合部ＧＬ及び下部枢動結合部ＧＵが、いずれの
場合もそれに割り当てられる固定装置によってのみ自動的に固定される。中間部に対する
下部接続具４０の相対運動に連結されるスライダが戻される。すると、背もたれ枢動結合
部ＧＬは、固定位置へと回転を開始する。背もたれ接続具１０は、今度は、第１の止め具
に隣接する。その結果、背もたれ接続具１０の更なる前方運動、ひいては背もたれ１のそ
れが阻止される。
【００５０】
　 図１５は、図１４に示される基本構造Ｂの位置に対応する座席位置において、車両座
席Ｆを極めて概略的な図で示す。
【００５１】
　 図１６は、背もたれ接続具１０が更にもっと前方に折り畳まれた図１４の基本構造Ｂ
を示す（更により大きな傾斜角Ｂ）。スライダは、更にもっと戻されており、背もたれ枢
動結合部ＧＬは、その固定位置へと再度回転する。
【００５２】
　 図１７は、図１６に示される基本構造Ｂの位置に対応する座席部分において、車両座
席Ｆを極めて概略的な図で示す。
【００５３】
　 図１８は、背もたれ接続具１０が水平終了位置へと更に前方に折り畳まれた図１６の
基本構造Ｂを示す。今度は、背もたれ枢動結合部ＧＬ及び下部枢動結合部ＧＵが、いずれ
の場合も、固定位置にラッチされる。
【００５４】
　 車両座席Ｆのこの終了位置において背もたれ枢動結合部ＧＬ及び下部枢動結合部ＧＵ
の固定を開放するため、使用者は、例えば、下部枢動結合部ＧＵの固定を手動で又は任意
のアクチュエータを介して、開放する必要があり、その後、座席は、初期位置、即ち使用
位置へと再度調節されてもよい。上部枢動ピンＧＬは、背もたれの後方運動によって自動
的に解除される。
【００５５】
　 図１９は、図１８に示される基本構造の終了位置に対応する終了座席位置において、
車両座席Ｆを極めて概略的な図で示す。所定の位置に固定される背もたれ１は、今度は、
座部４上に略水平に配置される。背もたれ１の前面及び座部４の上面は、互いに向かい合
う。
【００５６】
（ 図２０）
　 本発明の好ましい又は更に別の主題が図２０に示されており、そこでは使用位置から
格納位置へと前方に折り畳まれると背もたれ１が伸縮され、且つ／又は逆に、伸張される
。背もたれ１を前方に動かすことによって、特に、下部枢動結合部ＧＵの周囲の第２の構
成要素６の回転によって、直接的に又は間接的にギア機構９に、この場合背もたれ１の縦
調節を駆動するかさ歯車機構に、力又はトルクを伝達する力伝達手段８が、この場合歯付
ベルトが駆動される。
【００５７】
　 図１－２０によって説明された例示の実施形態では、機械的構成要素のみが運動学シ
ステムに使用されている。しかしながら、当技術分野の当業者には、上述された本発明の
本質的な機能は、例えば、メカトロニクスシステム等の他の装置によっても当然実装され



(9) JP 5674784 B2 2015.2.25

10

20

30

得ることが明らかである。
【符号の説明】
【００５８】
 １　第１の構成要素、背もたれ
 ２　プルアーム
 ３　開放部材
 ４　基部、座部
 ５　滑動支柱
 ６　第２の構成要素、中間部
 ７　ラッチ手段、固定カム
 ８　力伝達手段、歯付ベルト
 ９　ギア機構
 １０　背もたれ接続具
 １１　結合部
 ３０　開放アーム
 ３１　ラッチ手段、固定カム
 ３２　固定爪
 ３３　止め具ラグ
 ３４　歯付部
 ３５　歯付部
 ３６　固定窪み
 ４０　接続具
 Ｂ　基本構造
 Ｆ　車両座席
 ＧＬ　第１の回転手段、背もたれ枢動結合部
 ＧＵ　第２の回転手段、枢動結合部
 ＶＬ　第１の回転手段の固定装置
 ＶＵ　第２の回転手段の固定装置
 α　第１及び第２の構成要素の間の角度
 β　第２の構成要素と基部との間の角度
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